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1. 総則 

1.1. 目的 

河川ポンプ設備診断標準要領（案）（以下「本要領」という。）は、河川ポンプ設備を適切かつ

計画的に維持管理・更新するため、標準的な診断要領を示すことにより、河川ポンプ設備の総合

診断を実施し、措置（整備・更新・取替）について適切に判断することを目的とする。 

【解説】 

本要領は、「機械設備のあり方について 答申（社会資本整備審議会河川分科会河川機械設備小委

員会）」（以下「答申」という。）4.1.2「長寿命化のためのメンテナンスサイクルの確立」で言及さ

れている“必要な知識と技術力を有する「診断技術者」による「診断」”を実施するために、「河川

ポンプ設備点検・整備・更新マニュアル（案）」3.3 に規定されている「診断」の具体的な実施方

法を定めたものである。標準的な診断要領を示すことにより、河川ポンプ設備の総合診断を実施し、

措置（整備・更新・取替）の必要性について適切に判断することを目的とする。 

 

(1) 本要領の位置付け 

これまで点検・整備及び更新など維持管理に関わる横断的な実施方針については、河川ポン

プ設備更新検討要綱・同解説（以下「更新検討要綱」という。）、「河川ポンプ設備点検・整

備・更新マニュアル（案）」（以下「点検・整備・更新マニュアル」という。）、「河川ポンプ設

備点検・整備標準要領（案）」（以下「点検・整備標準要領」という。）に示されており、健全

度評価や機能的限界評価等の診断・評価に係る方針も記述されている。 

河川法第15条の二及び同施行令第9条の三においても、河川管理施設等を良好な状態に保つ

ように維持し、修繕することが定められている。 

本要領は、更新検討要綱、点検・整備・更新マニュアル、点検・整備標準要領に記載されて

いる健全度評価や機能的限界評価等の診断・評価を補完し、「揚排水ポンプ設備技術基準」を

適用する河川ポンプ設備の総合診断に係る標準的な実施内容及び実施方法を示したものである。 

 

河川ポンプ設備点検・整備標準要領

（案） 平成28年3月

河川ポンプ設備診断標準要領（案）

令和7年3月

・河川ポンプ設備更新検討要綱・

同解説 平成6年1月

河川ポンプ設備点検・整備・更新

マニュアル（案） 平成27年3月

要綱

要領

マニュアル

図 1.1-1 本要領の位置付け 
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(2) 関連法規及び基準等 

河川ポンプ設備の診断は、関連法規、基準等に従い適切に実施しなければならない。関連す

る法規、基準等は、「機械設備点検・整備共通仕様書（案）」を参照すること。 

 

(3) 河川ポンプ設備の役割と現状 

河川ポンプ設備は、洪水や高潮による堤内地への氾濫浸水を防止する内水排除施設や都市用

水を補給する利水施設、河川の水質浄化を行う水質保全施設に設置され、国民の安全と社会経

済活動を支える重要な設備である。 

また、河川ポンプ設備は、公共施設としての性格上、万一その機能が損なわれた場合に周辺

地域に与える社会経済的影響が大きいため、機能を正常に維持するために維持管理を適切に行

うことが重要である。 

また、機場毎に管理体制や機能形態等の相違があり、その設備の維持管理については、これ

らの特徴にも配慮する必要がある。 

さらに、これまでに建設されてきた施設の多くが建設後40年以上経過し、今後、老朽化への

対応が課題となる施設が年々増加する状況となっており、老朽化の進行に伴い、インシデント

の発生や故障等による機能の停止が懸念されている。 

 

(4) 診断要領の策定 

老朽化が進行する設備の故障リスクに対応するには、効果的なメンテナンスサイクル（「実

操作～点検～診断～措置～記録」の維持管理サイクル）を確立すべきであり、必要な知識と技

術力を有する「診断技術者」による「総合診断」を実施するため、診断要領を策定したもので

ある。 
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1.2. 適用範囲 

本要領は、更新検討要綱、点検・整備・更新マニュアル、点検・整備標準要領に記載されてい

る健全度評価や機能的限界評価等の診断・評価を補完し、排水機場、揚水機場及び浄化機場の総

合診断に適用する。 

揚排水機場の付属設備として設置されるゲート設備（水門・吐出樋管・管理橋等）の診断は、

河川用ゲート設備診断標準要領（案）によるものとする。 

【解説】  

(1) 施設の種類 

 1) 排水機場  

大雨時に支川流域の浸水被害を軽減するため、堤内地の内水を本川（堤外地）側へポンプ

によって排除する治水施設。（内水排除施設）   

 

 2) 揚水機場  

生活用水、工業用水等の用水を供給するため、ポンプによって送水する利水施設。  

 

 

 

図 1.2-1 排水機場の例 

 

図 1.2-2 揚水機場の例 
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 3) 浄化機場  

水質保全のため、ポンプによって植生浄化方式などの浄化施設や河川に送水する施設。  

機能、構造が揚水機場と同じ場合もあるが、目的が異なるので分離して扱う。  

 

  

図 1.2-3 浄化機場の例 
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1.3. 用語の定義 

本要領において使用する主な用語の定義は以下による。 

(1) 施設  治水、利水の目的で建設されるポンプ場とその付属施設（流入水路、吐出

水槽、吐出樋門、流入樋門、沈砂池、送水管）をいう。  

(2) 設備  装置、機器の集合体であり、排水機場設備、揚水機場設備等の施設機能を

発揮する構成要素をいう。  

(3) 装置  機器・部品の集合体であり、主ポンプ設備、主ポンプ駆動設備等の設備機

能を発揮するために必要な構成要素をいう。  

(4) 機器  部品の集合体であり、主ポンプ設備、主ポンプ駆動設備等の設備機能を発

揮する構成要素をいう。  

(5) 部品  

 

(6) 致命的機器 
 

ケーシング、インペラ、主軸、軸受等の機器の構成要素をいう。  

 

河川ポンプ設備の排水機能に直接影響する機器をいう。 

(7) 健全度  設備の稼働及び経年に伴い発生する材料の物理的劣化や、機器の性能低

下、故障率の増加等の状態をいう。  

(8) 故障  設備、装置、機器、部品が、劣化、損傷等により必要な機能を発揮できな

いことをいう。  

(9) 保全  設備、装置、機器、部品が必要な機能を発揮できるようにするための、点

検、整備、更新をいう。  

(10) 予防保全  故障発生を未然に防止するために実施する保全をいう。  

(11) 事後保全 故障した設備、装置、機器、部品の機能を復旧するための保全をいう。  

(12) 点検 

 

設備の異常ないし損傷の発見、機能の良否の判定のために実施する目視、

計測、作動テスト等の作業をいう。  

(13) 整備 機能維持のために定期的に、または点検結果に基づき適宜実施する清掃、

給油脂、調整、修理、機器・部品の取替、塗装等の作業をいう。 

(14) 修繕 設備、装置、機器、部品の故障、機能低下に伴う調整、修理等、機器の復

旧及び機能及び保持を目的とした作業をいう。 

(15) 取替 故障または機能低下した機器、部品の機能を復旧するために新品にするこ

とをいう。 

(16) 修理 設備の機能を確保することを目的に、設備の運転に伴って発生する各部の

摩耗、損傷、接合部や接触部のずれ等を溶接や機械加工により正常状態に

戻す作業をいう。 

(17) 分解整備  機器の分解を伴う整備をいい、オーバーホールと同義である。分解点検と

同時に実施する。  
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(18) 更新  故障または機能低下した設備、装置の機能を復旧するために新しいものに

設置しなおすことをいう。  

(19) 管理者  施設の運転操作及び保全に関する責任者をいう。  

(20) 運転操作員  設備の運転操作を行うことを管理者から認められた者をいう。  

(21) 専門技術者 設備の保全を行うにあたって、必要にして十分な知識及び実施能力を有す

る技術者をいう。 

 

(22) 診断    通常の保全サイクルでは把握できない劣化の状況及び劣化原因等を特定

し、今後の運用に関する適用性を評価することをいう。 

一般的に診断は、「総合診断」と「精密診断」に区分できる。 

 

(23) 診断技術者 

 

過去の点検データから得られる部材の劣化傾向等から、故障メカニズムや

因果関係を分析評価することができ、設備単位、装置単位、機器単位で修

繕・更新等を判断する者をいう。 

 

(24) 総合診断 各装置・構成機器・制御システムあるいは機場設備全体を対象に、機能の

維持・向上を目的として、信頼性、安全性、操作性、維持管理性などを総

合的に評価し、合理的な改善策や更新の方向付けを行うために実施する診

断をいう。 

 

(25) 精密診断 装置・機器の運転状態において、機能低下の兆候が「振動」「変位」「騒

音」「温度」等の状態監視項目に現れている場合、その発生箇所・原因の

特定や劣化の程度を把握する為に実施する計測及び解析をいう。 

本要領では精密診断は、物理的耐用限界評価（健全度評価）の一つの評価

項目としている。 

 

(26) 社会的耐用 

限界 

都市化の進展、気候変動等に伴う降雨量の増大などにより、河川ポンプ設

備の設定条件が設置当初から変化したことや、下水道の整備により浄化機

場の揚水量が減少したこと等で、当該設備の正常な運用が限界であること

をいう。 

 

(27) 機能的耐用 

限界 

円滑な運転操作の可否、陳腐化、関連諸法令・技術基準との整合の視点か

ら、当該設備の運用が限界であることをいう。 

 

(28) 物理的耐用 

限界 

計測データ、点検結果、経過年数、精密診断結果から、当該設備の信頼度

の維持が限界であることをいう。 
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【解説】  

用語の定義のうち、(1)～(5)、(7)～(22)、(24)、(25)は「点検・整備・更新マニュアル」、 

(23)は「答申」、(6)、 (26)～(28)は「更新検討要綱」より転記した。 

 

「河川ポンプ設備構成要素（例）」を図 1.3-1 に記す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ポンプ場 排水機場設備 主ポンプ設備 主ポンプ（立軸） ベント（ケーシング）

流入水路 機場上屋 監視操作制御設備 主配管 主軸

吐出水槽 機場本体 主原動機 吐出し弁 水中軸受

施設 設備 装置 機器 部品

図 1.3-1 河川ポンプ設備構成要素（例） 
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2. 基本事項 

2.1. 総合診断の基本方針  

総合診断の基本方針は過去の記録や現在の状況・状態から社会的耐用限界、機能的耐用限

界、物理的耐用限界について評価し、整備・更新等の必要性について総合的に判断するものと

する。 

【解説】  

(1) ポンプ設備の維持管理の流れ（サイクル）  

一般的なポンプ設備の維持管理の流れ（サイクル）を図 2.1-1 に示す。 

維持管理は、維持管理計画に基づき行うものであり、通常の維持管理サイクルでは「実操作」

→「点検」→「定常的に実施する整備・修繕」→「実操作」を繰り返す。定常的に実施する整

備・修繕内容は、点検結果に基づき適宜実施する清掃、給油脂、調整、修理、部品の交換等で

あり、年度保全計画に含まれる範囲のものである。 

施設管理者は、点検の結果、ある機器が△判定となった場合あるいは経過年数（Yp）が信頼

性による修繕・取替の標準年数以上となっている時には、総合診断の必要性を検討するものと

する。ただし、△判定した中で緊急を要すると判断した機器等は、緊急事後保全を実施する。 

機能的要因により機能的耐用限界を超えていると予想される場合も総合診断の必要性を検討

する。さらに社会的要因により社会的耐用限界を超えていると予想される場合には、総合診断

を行うものとする。 

総合診断では、措置の必要性の有無を明らかにし、措置区分を決定する。措置方法の具体的

内容等の検討は、総合診断には含まない。 

なお、総合診断の結果は、維持管理計画（中長期保全計画）に反映させるものとする。 

(2) 総合診断における精密診断の位置づけ 

点検・整備・更新マニュアルにおいて「点検結果に異常傾向が認められているときに診断を

実施する」と定められており、診断は「精密診断」と「総合診断」に区分され、精密診断は、

装置・機器の状態監視項目に機能低下の兆候が現れている場合に、その発生箇所・原因の特定

や劣化の程度を把握するために実施するとされている。よって、本要領においても、精密診断

を総合診断における物理的耐用限界評価（健全度評価）の評価項目の一つと定義したものであ

る。 
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図 2.1-1 河川ポンプ設備の維持管理の流れ（サイクル） 
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2.2. 総合診断の実施判断 

施設管理者は、機器等が社会的要因若しくは機能的要因によって要求される機能に応えられ

なくなっている場合、物理的要因として機器等の経過年数（Yp）が信頼性による修繕・取替の

標準年数（Yr）以上となっている場合または点検において異常の傾向が認められた場合（△判

定）に、総合診断の実施と範囲を判断するものとする。 

【解説】  

(1) 機械設備  

 1) 判断方法 

設備として与条件への適応性や、信頼性、安全性、操作性などを確保することが可能であ

るか否かを以下の 3つの要因によって判断する。 

① 社会的要因 

社会的要因により社会的耐用限界を超えていると予想される場合。 

「揚排水ポンプ設備技術基準」第 3 章第１節「図 3.1 ポンプ設備の設計手順」において

「排水量、水位等の確認」に示す与条件の変化により判断する。 

なお、与条件は河川管理者により設定されるものであることに注意が必要である。 

・氾濫規模の変化 

・土地利用状況の変化による流出係数の増大、減少 

・塵埃量、質の著しい変化 

・設備としての機能不足 

② 機能的要因 

機能的要因により機能的耐用限界を超えていると予想される場合。 

状況の変化に伴い、設備の運転操作や、陳腐化、関係法令等との整合性等の観点から相対

的機能低下が認められる場合、機能的耐用限界と判断する。（表 3.2-2 を参照） 

③ 物理的要因 

物理的要因により物理的耐用限界を超えていると予想される場合。 

・経過年数（Ｙｐ） ≧ 信頼性による修繕・取替の標準年数（Ｙｒ） 

信頼性による修繕・取替の標準年数は、巻末資料 5.3 項に示す。なお、信頼性による修

繕・取替の標準年数が、修繕・整備周期Ｍｓあるいは取替・更新周期Ｕｓより大きい場合は、

ＭｓあるいはＵｓをＹｒに読み替えるものとする。（修繕・整備周期Ｍｓおよび取替・更新周期

Ｕｓについては、3.2.2 (2) 2） ⑥項参照） 

・点検結果 

・計測データ 

・修繕履歴 

・不具合履歴 

・過去の精密診断結果(実施している場合） 
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 2) 総合診断の実施判断 

河川ポンプ設備の維持管理の流れ（サイクル）（図 2.1-1）のうち「総合診断の実施判断」

から「総合診断」までの標準的な実施検討フローを図 2.2-1 に示す。 

社会的要因が変化し、社会的耐用限界に達している可能性があり、総合診断が必要と判

断された場合は、施設単位で総合診断を実施する。 

機能的要因で相対的な機能低下が認められる場合は、機能的耐用限界に達している可能

性があり、総合診断が必要と判断された場合は、設備・装置・機器全般を含む全体または

必要な範囲を対象とした総合診断を実施するものとする。 

物理的要因では、致命・非致命にかかわらず機器等の点検結果に異常が認められる場合

（△評価）や、致命的機器が信頼性による修繕・取替の標準年数以上となっている場合に

総合診断の実施を検討し、必要と判断した場合は、設備・装置・機器全般を含む全体また

は必要な範囲を対象とした総合診断を実施するものとする。 

なお、点検結果に異常が認められる機器等が非致命的機器の場合は、異常の原因が不明

確であり、かつ他の致命的機器に影響するかによって総合診断の実施を判断するものとす

る。 
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継続使用

機能的要因

Yes

No

No

No

Yes

Yes
Yes

No

総 合 診 断

・物理的耐用限界評価
（精密診断結果を含む）

・機能的耐用限界評価

設備・装置・機器

・社会的耐用限界
評価

施設

点検結果が△又は信
頼性による取替・更
新の標準年数以上

社会的要因 物理的要因

・物理的耐用限界評価
（精密診断結果を含む）

・機能的耐用限界評価

機器

不具合の
原因が不明確かつ、
致命的機器に影響

するか

全体 必要な
範囲

診断技術者が実施する範囲

致命的機器

相対的な
設備機能の低下
が認められる

経過観察
又は
定常的整
備・修繕

総合診断の範囲は全体か
必要な範囲か

全体

必要な範囲

社会的要因が
変化した可能性

あり

Yes

No

図 2.2-1 総合診断の標準的な実施検討フロー図 
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(2) 土木構造物 

土木構造物については、機械設備とは維持管理の手順が異なることから、別途検討する必要

がある。 

また、総合診断の結果、機械設備の範囲を超えた対応を検討する必要が生じた時は、河川改

修や土木構造物の専門家を交えた新たな検討を行う必要がある。 

ここでは、参考として、土木学会「コンクリート標準示方書[維持管理編]」における維持管

理の手順フローを以下に示す。 

  

 

 

 

 

 

図 2.2-2 土木学会「コンクリート標準示方書[維持管理編]における維持管理の手順フロー 
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3. 総合診断 

3.1. 総合診断の実施方針  

施設管理者は、機能喪失の防止、信頼性、安全性、操作性などの回復・向上を目的として、

措置（整備・更新・取替）の必要性について決定するため総合診断を実施する。 

【解説】  

(1) 総合診断の目的 

 設備の与条件への適応状況や劣化傾向等をより適正に把握し、いち早く措置することで機

能喪失を防止し、設備の信頼性、安全性、操作性などの回復・向上を図ることを目的とする。 

(2) 準備 

 総合診断の実施に際しては、設備諸元台帳および維持管理計画を構成する主要な情報（設

備の諸元、設備区分、設備の機器構成、技術的仕様、設置条件、故障・修繕・整備の履歴な

ど）が必要となるため、施設管理者はこれらの情報を適切に整理しておく必要がある。 

(3) 総合診断の実施 

 総合診断の実施は、河川ポンプ設備を構成する設備・装置・機器を対象とし、点検結果等

の既存の資料や現地調査により施設の現状を的確に把握し、点検結果や経過年数、精密診断

の結果による物理的耐用限界や機器の操作性、設備の陳腐化、関連法規との適合性による機

能的耐用限界、社会的環境変化や気候変動の影響などによる社会的耐用限界について評価し、

総合的に措置（整備・更新・取替）の必要性について判断するものである。 
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3.1.1. 総合診断の適用範囲 

 総合診断の適用範囲は河川ポンプ設備とし、排水機場の構成例を以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（河川ポンプ設備点検・整備・更新マニュアル（案）2-15 図 2.4-1 による） 

図 3.1-1 排水機場の代表的な構成例（排水ポンプ設備の例） 
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3.1.2. 総合診断の手順 

総合診断の実施手順を図 3.1-2 に示す。 

 

 
   

(5)機能的耐用限界評価

(6)物理的耐用限界評価（健全度の評価）

(1)総合診断実施対象ポンプ設備の決定

(2)診断要因の理解

(3)診断対象設備の概要把握、問題点の事前抽出

(4)現地調査（精密診断を含む）

(7)優先度を決める為の影響度評価

(9)総合診断結果

： 総合診断の実施範囲

(11)第三者委員会による審議

(10)診断報告書の作成

診断技術者が

行う範囲

(2)診断要因の理解

(3)社会的耐用限界評価

(8)問題点の抽出、整理

施設管理者が

行う範囲

：診断技術者の実施項目

図 3.1-2 総合診断の詳細手順 
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3.2. 総合診断の実施 

施設管理者は、総合診断を行うことになった主たる要因を理解した上で、必要な社会的耐用

限界評価を実施する。 

診断技術者は、総合診断を行うことになった主たる要因を理解した上で、診断対象設備の概

要把握、問題点の事前抽出、現地調査を行い設備の状態を調査する。その上で必要な機能的耐

用限界評価、物理的耐用限界評価を行い、問題点を抽出整理し、診断結果をとりまとめるもの

とする。 

 

3.2.1. 診断要因の理解 

施設管理者及び診断技術者は、総合診断を行うことになった主たる要因等を理解した上で、

診断を実施しなければならない。 

3.2.2. 診断対象設備の概要把握、問題点の事前抽出 

(1) 当該設備の設備概要 

現地調査に先立ち、当該設備の概要について把握するものとする。 

 1) 設備の諸元 

当該設備の形式、設置数等（詳細は設備台帳参照とする） 

 2) 設備区分 

河川ポンプ設備の設置目的・機能による設備区分（点検・整備・更新マニュアル 2.3 参

照）は以下のとおりである。 

設備区分 対応する施設 

レベルⅠ 排水機場、揚排水兼用の機場 

レベルⅡ 揚水機場（ただし、故障時に社会的影響が重大な施設はレベルⅠ） 

レベルⅢ 浄化機場（ただし、故障時に社会的影響が重大な施設はレベルⅡ） 

 

 3) 設備の機器構成、技術的仕様 

主な装置・機器の寸法、容量、形式等 

 4) 設備の設置条件（使用条件、環境条件等） 

点検・整備・更新マニュアルの 4.3 設置条件の評価 

  使用条件：運転頻度 

  環境条件：水質や接水状態 

 5) 設備の稼動状況（常用系設備／待機系設備） 

常用、非常用の区分 

 

(2) 機器リストの把握 

調査に先立ち、5 巻末資料 5.1 別表-1 ①～⑰欄に示す項目について、施設管理者の保有

する機器リストの内容について把握し、内容に不明確な点がある時には、以下の視点で施設

管理者に確認の上、補足する。 

 1) 機器リストの構成 

機器リストは、設備単位で作成し、装置、機器の構成要素の相互関係がわかりやすいよう

に表形式でまとめる。 
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なお、機器等の特性として致命的機器、非致命的機器があり予防保全、事後保全が適用さ

れるが、維持管理計画では事後保全機器を含めた予算計画が必要となるので、全ての機器等

をリストアップする。 

 2) 機器リストの記載項目 

機器リストは整備・更新の判断の基本となる健全度評価に用いるため、過去の維持管理デ

ータ等を整理するとともに、総合診断に資するため、中長期保全計画における保全等の周期、

実施を計画する年度等を記載する。 

記載項目と引用データを以下に示す。 

① 装置、機器名（別表-1 ①欄に記入する） 

・装置、機器名及び号機番号等は設備諸元台帳や工事完成図書等から転記する。 

・装置、機器名については電子納品要領や技術基準と整合していることを確認する。 

②  保全方式（別表-1 ②欄に記入する） 

・状態監視、時間計画、事後保全の区分を記入する。 

・適用する保全方式は、点検・整備・更新マニュアル 4.2 健全度の評価【解説】(5)装

置機器の特性と整備・更新内容による。 

③ 修繕・整備、取替・更新年度（別表-1 ③～⑤欄に記入する） 

・既存機器等の設置（新設）年度、最終取替・更新年度、最終修繕・整備年度を記入す

る。 

④  修繕・整備、取替・更新年数等（別表-1 ⑥～⑪欄に記入する） 

・維持管理計画の策定および診断の実施に際して必要となる修繕・取替・更新を計画す

べき年数については、表 3.2-1 に示す内容に基づくものとする。 

表 3.2-1 修繕・取替・更新年数 

修繕・取替年数等 内容 

⑥信頼性による修繕・取

替の標準年数 Ｙｒ 

横断的統計（累積ハザード法）による累積不良率が 10％に達

し、信頼性確保の観点から、一層注意して健全度を見極める

べき使用年数 

⑦平均の修繕・取替の標

準年数 Ｙｍ 

横断的統計（累積ハザード法）による累積不良率が 50％に達

する年数 

⑧修繕・整備実施年数の

平均値 

全施設を対象とした修繕・整備実績の算術平均値であり、維

持管理計画の修繕サイクルに採用できる年数 

⑨取替・更新実施年数の

平均値 

全施設を対象とした取替・更新実績の算術平均値であり、維

持管理計画に取替・更新サイクルに採用できる年数 

⑩当該施設の修繕・整備

年数の実績値 

当該施設における修繕・整備の実績値であり、維持管理計画

の修繕サイクルに採用する年数 ※ 

⑪当該施設の取替・更新

年数の実績値 

当該施設における取替・更新の実績値であり、維持管理計画

の取替・更新サイクルに採用する年数 ※ 

注記）※：修繕など複数回の実績がある場合は、直近の実績値を採用することを原則とする。

ただし、直近の実績値を採用することが不適切な場合（摩耗や老朽化を原因とし

ない突発的事故による実績である場合や、修繕・整備、取替・更新を行った時に、

不可視部分の劣化状況などから以後の実施時期について変更すべきと評価した場

合など）は、実態に合わせて適切な年数を設定することとする。 
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⑤ 使用年数の上限（別表-1 ⑫欄に記入する） 

・平均の標準年数Ｙｍに 1.3 を乗じた年数を記入する。時間計画保全の上限となる年数、

あるいは修繕による信頼性確保が困難となる年数。1.3Ｙｍは、累積不良率が概ね

75％に達する年数。（下図参照） 

 

⑥ 定期整備等周期（別表-1 ⑬～⑭欄に記入する） 

・修繕・整備周期をＭｓ、取替・更新周期をＵｓとする。 

・当該施設の実績値（別表-1 ⑩、⑪欄）がある場合は、その年数をＭｓおよびＵｓに採

用することを基本とする。 

・採用できる実績値がない場合は、修繕・整備実施年数の平均値（別表-1 ⑧欄）を 

Ｍｓに、取替・更新実施年数の平均値（別表-1 ⑨欄）をＵｓに採用することができる。 

⑦ 定期整備等計画年度（別表-1 ⑮または⑯欄に記入する） 

・施設の設置条件、当該装置・機器等の設計思想、最新の定期整備等の内容、および設

置・定期整備等からの経過年数を勘案して、今後実施すべき措置を設定し、修繕・整

備計画年度、または取替・更新計画年度のいずれかを記入する。 

・修繕・整備計画年度は、設置年度（別表-1 ③欄）、最終取替・更新年度（別表-1 

④欄）、または最終修繕・整備年度（別表-1 ⑤欄）のいずれか直近の年度に、Ｍｓを

加算して算出する。 

・取替・更新計画年度は、設置年度（別表-1 ③欄）、または最終取替・更新年度（別

表-1 ④欄）のいずれか直近の年度に、Ｕｓを加算して算出する。 

⑧ 使用上限年度（別表-1 ⑰欄に記入する） 

・設置年度（別表-1 ③欄）、または最終取替・更新年度（別表-1 ④欄）のいずれか

直近の年度に使用年数の上限（別表-1 ⑫欄）を加算して算出する。 

 

(3) 問題点の事前抽出 

現地調査に先立ち、以下の資料等から問題点の抽出を行う。 

 1) 工事完成図書 

当初の完成図書を含め、これまで実施された修繕、改良・改造の工事完成図書 
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 2) 運転記録 

施設完成後、総合診断実施時までの運転記録 

 3) 維持管理計画（長寿命化計画） 

最新版の維持管理計画 

 4) 点検結果 

過去 5 か年分の年点検結果及び直近に実施された月点検結果。特に不可視部分の点検状況

について注意する。 

 5) 装置・機器の修繕、取替、更新記録 

当該設備の設置時からの保有する修繕、取替更新の記録 

 6) 分解整備工事記録 

当該設備の設置時からの保有する分解整備工事記録 

 7) 精密診断結果 

過去に実施された精密診断結果 

対象とする精密診断の例を以下に示す。 

① 内視鏡診断 

② 振動診断 

③ 潤滑油分析による診断 

精密診断の適用範囲および効果等については、4．精密診断に示す。 

3.2.3. 現地調査 

(1) 現地調査 

現地調査は、当該設備の現況をより正しく把握することを目的に実施するものとし、事前

に抽出した問題点のうち現地で確認できる事項の調査、併せて専門的見地からの状況調査を

行う。 

 1) 機器の構成、製作年度、整備年度の確認 

前項(2)で確認した機器構成リストを基に、機器銘板で確認する。 

 2) 設備の設置条件（環境条件）の確認 

汽水域や近隣の工場排水の影響の有無など、設備の設置環境を調査し、水質や接水状況を

確認する。 

 3) 目視確認 

当該設備の劣化状態を外観から調査する。 

 4) 設備の現在状況の調査 

当該設備が運転可能である場合には、条件の範囲内で運転し、現在における設備の状態を

調査する。 

 5) 関係者ヒアリング 

可能な範囲で、当該設備の維持管理に関与している関係者に対して、当該設備に関する改

善点、問題点等について意見を聴取する。 

ヒアリングは、次の者を予定する。 

①施設管理者 ②運転操作員 ③運転操作委託先 ④年点検実施者 ⑤主要機器製造者 
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 6) 精密診断 

必要に応じて以下に示す精密診断が必要な場合、施設管理者と協議の上実施する。 

① 内視鏡診断（主ポンプ、主原動機） 

② 振動診断 

③ 潤滑油分析による診断 

④ その他必要な診断 

精密診断の適用範囲および効果等については、4．精密診断に示す。 

 7) 不可視部分の状態把握 

不可視部分の点検結果、設備の経過年数、設置環境等を考慮し、機能への影響があると推

定される場合は、必要に応じて不可視部分の状態把握を、施設管理者と協議の上実施する。 

 

3.2.4. 社会的耐用限界評価 

河川ポンプ設備の新設時は、河川ポンプ施設技術基準第 3 章第 1 節「図 3.1 ポンプ設備の

設計手順」において「排水量、水位等の確認」に示す与条件を設計条件として設計する。社会

的耐用限界評価は、河川ポンプ設備の設置後、社会的環境変化や気候変動の影響などにより与

条件を定める環境に変化が生じることにより、現状の設備の機能・性能が変更後の与条件を適

切に満たすか評価するものである。与条件の変更は、当該河川の治水計画の見直しなど広範囲

な検討に基づくものであり、河川管理者が実施するものである。 

3.2.5. 機能的耐用限界評価 

(1) 評価方法 

機能的耐用限界評価の評価要素の例を、点検・整備・更新マニュアル 4.4 機能的耐用限

界の評価【解説】(2)評価項目 表 4.4-1 を参考に、表 3.2-2 に示す。表 3.2-2 に示す評価

項目ごとに、表 3.2-3 に示す内容で評価する。 

① 円滑な運転操作の可否（別表-1 ⑱欄） 

② 陳腐化（別表-1 ⑲欄） 

③ 関連諸法令・技術基準との整合（別表-1 ⑳欄） 

・解説・河川管理施設等構造令 

・揚排水ポンプ施設技術基準（案）同解説 

・揚排水ポンプ設備設計指針（案）同解説 

・揚排水機場設備点検・整備指針（案）同解説 

・河川ポンプ設備点検・整備・更新マニュアル（案） 

・消防法をはじめ危険物に関する政令、省令ならびに関係法令、条例等 

・その他関連法規等 
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表 3.2-2 機能的耐用限界評価項目 

評価項目 説明 評価内容 

●円滑な運転操作 

の可否 

設備全体あるいは装置があまりに

古く、運転操作方式が現状のまま

では運用が困難である場合 等 

●設備・装置の老朽化 

●円滑な運転操作の可否 

●運転操作員の安全確保の

可否 

●陳腐化 機器等を更新・取替える際、周辺

機器との整合ができない、あるい

は予備品・取替部品が製造中止に

なっており、調達が困難な場合 

等 

●予備品・取替部品調達の 

可否 

●陳腐化による周辺機器と 

の整合性の可否 

●機能不足 

●関連諸法令・ 

技術基準との整合 

設備の建設後に、関連諸法令ある

いは技術基準が改正・改定され、

現状仕様が技術基準から外れてし

まい支障が出ている場合 等 

●関連諸法令の改正 

●技術基準の改定、変化 

●技術革新の有無 

 

(2) 評価のまとめ（別表-1 ㉑欄） 

①〜③までの評価で最もリスクの高い区分をその装置、機器の機能的耐用限界評価とする。 

 

表 3.2-3 機能的耐用限界の評価内容 

機能的耐用限界 

評価区分 
状態 

△1 

（緊急度大） 

設備、装置、機器が機能的耐用限界に達しており、早急に措置すべき

状態 

△2 

（緊急度中） 

設備、装置、機器が機能的耐用限界に近づいており、2～3 年以内に

措置を行うことが望ましい状態 

△3 

（経過観察） 

設備、装置、機器が近い将来に機能的耐用限界に達する可能性があ

り、引き続き注意が必要な状態 

○ 

（適切） 
設備、装置、機器が機能的耐用限界に達するおそれのない状態 

3.2.6. 物理的耐用限界評価（健全度評価） 

(1) 評価方法 

①  計測データによる評価（別表-1 ㉒欄） 

状態監視保全において保全される機器について、計測結果に基づき以下により△1、△2、

△3、○に区分する。 

 

表 3.2-4 計測データの評価内容 

評価区分 計測値 

△1 予防保全値を超過している場合 

△2 注意値を超え、予防保全値以下の場合 

△3 異常傾向を示しているが注意値以下の場合 

○ 正常値（注意値以下かつ異常傾向なし） 

（※注意値、予防保全値については、点検・整備・更新マニュアル 4.2(3) 3）①を 

参照のこと） 
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② 点検結果による評価（別表-1 ㉓欄） 

点検の結果評価について、以下により△1、△2、△3、○に区分する。 

表 3.2-5 点検結果による評価 

評価区分 点検結果 

△1 
設備・装置・機器の機能に支障が生じる可能性があり、予防保全の

観点から早急に措置（整備・更新・取替）を行うべき状態 

△2 
設備・装置・機器の機能に支障が生じていないが、2～3 年以内に

措置（整備・更新・取替）を行うことが望ましい状態 

△3 
設備・装置・機器の機能に支障が生じていないが状態の経過観察が

必要な状態 

○ 設備・装置・機器の機能に支障が生じていない状態 

③  経過年数による評価（別表-1 ㉔欄） 

 時間計画保全において保全される機器について、以下により△1、△2、△3、○

に区分する。（状態監視保全および事後保全を採用する機器等については参考指標と

する。） 

表 3.2-6 経過年数による評価 

評価区分 修繕・整備における評価 取替・更新における評価 

△1  Ｍｓ≦Ｙｐ Ｕｓ≦Ｙｐ 

△2  Ｍｓ －3≦Ｙｐ＜Ｍｓ Ｕｓ－3≦Ｙｐ＜Ｕｓ 

△3 Ｙｒ≦Ｙｐ＜Ｍｓ －3 Ｙｒ≦Ｙｐ＜Ｕｓ－3 

○  0≦Ｙｐ＜Ｙｒ 0≦Ｙｐ＜Ｙｒ 

上表において 

Ｍｓ：修繕・整備周期（年） 

Ｕｓ：取替・更新周期（年） 

Ｙｒ：信頼性による修繕・取替の標準年数（年） 

Ｙｐ：経過年数（設置時または最終の取替時からの年数）      

④ 精密診断結果による評価（別表-1 ㉕欄） 

時間計画保全、状態監視保全において保全される機器について、精密診断の結果

に基づき、以下により△1、△2、△3、○に区分する。 

表 3.2-7 精密診断結果による評価 

評価区分 精密診断結果 

△1 早急に措置を行うべきと評価した場合 

△2 2～3 年以内に措置を行うことが望ましいと評価した場合 

△3 経過観察が必要と評価した場合 

○ 正常と評価した場合 
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(2) 物理的耐用限界評価（健全度評価）のまとめ（別表-1 ㉖欄） 

上記(1)の各評価項目の中で最もリスクの高い評価区分とするが、状態監視保全および事後

保全を行う機器等については、経過年数による評価結果は参考指標とし、計測データ、点検

結果、精密診断結果など他の評価項目を重視して判定する。 

3.2.7. 優先度を決める為の影響度評価 

影響度評価の要素には、設置条件、故障履歴、保全状況、致命度（機器特性）等がある。 

影響度評価は優先順位調整対象の機器について影響度評価シートを作成し、上記評価要素 

から適宜選択するかまたは他の要素を追加して評価する。 

なお、影響度評価は単一機場内での優先順位付けに活用する。 

(1) 影響度評価の要素項目と評価区分 

使用条件及び環境条件により、以下の区分で評価する。 

① 設置条件（E1、別表-1 ㉟欄） 

表 3.2-8 設置条件の評価 

設置条件 内容 評価点（E1） 

レベル a 

高（悪い） 
使用条件、環境条件がともに悪いもの 3 

レベル b 

中 
使用条件もしくは環境条件のどちらかが悪いもの 2 

レベル c 

低（良い） 
使用条件、環境条件がともに良いもの 1 

評価点の評価は「使用条件」及び「環境条件」を評価軸としたマトリクスにより評価を行

う。なお実際の適用にあたっては、管理者が実情に応じカスタマイズの上適用するものとす

る。 

ａ）接水する機器の設置条件の評価 

表 3.2-9 設置条件の評価項目（接水する機器） 

分類 評価項目 

接水する機器 
●使用条件：運転頻度 

●環境条件：水質（汽水/淡水）、接水（常時/運転時のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 3.2-1 設置条件評価マトリクス（接水する機器） 
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ｂ）接水しない機器の設置条件の評価 

 

表 3.2-10 設置条件の評価項目（接水しない機器） 

分類 評価項目 

接水しない機器 ●使用条件：運転頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 故障履歴（E2、別表-1 ㊲欄） 

  同一または同種機器の故障情報により以下の区分で評価する。 

 

表 3.2-11 故障履歴の評価点設定方法 

故障履歴 評価点（E2） 

当該機器等に過去複数回の故障事例あり 3 

当該機器等に過去 1 回または同一施設内にお

いて同種機器等に故障事例あり 
2 

故障事例なし 1 

 

③  保全状況（E3、別表-1 ㊴欄） 

   点検・整備の実施状況を以下の区分で評価する。 

表 3.2-12 保全状況の評価点設定方法 

保全状況 評価点（E3） 

点検・整備は未実施 3 

年点検・整備は実施、分解整備は未実施 2 

点検・整備を適切に実施 1 

 

  

図 3.2-2 設置条件評価（接水しない機器） 
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(2) 影響度評価による整備・更新の優先順位 

影響度評価は、措置の優先度を判断するために実施するもので、影響度指数の値の大き

い方が優先度大となる。（優先度指数の最大数は 1.0） 

影響度評価項目の評価結果を整備・更新の優先度に反映するため、複数の評価項目の評

価点（評価区分の欄の値）を計数化して機器等状況を定量的に相対比較できる影響度指数

を評価シートに記載する。 

 

       

ここに 

ｅｉ：各項目について次式で算出される評価係数 

ｅｉ＝（評価点（Ｅｉ）－1）/（評価ランク数－1） 

※評価ランク数：3とする 

ｗｅｉ：項目別の重み係数であり、Σｗｅｉ＝1 

 

 評価要素別の重み係数は機器ごとに設定する必要があり、別表-1では各要素均等に 0.33

としている。 

 

3.2.8. 問題点の抽出整理 

本要領の 3.2.2～3.2.7.に示す調査及び評価結果等を総合的に分析評価し、当該設備に対す

る合理的な改善策や更新案を検討するために必要な課題・問題点を装置または機器単位で明確

にする。 

なお、診断技術者による課題・問題点の整理においては、管理者ヒアリングの内容を踏まえ、

当該施設を日頃から管理し施設状況に精通している施設管理者の意見を考慮すること。 

 

3.2.9. 総合診断結果 

機能的耐用限界評価の結果（別表-1 ㉑欄）と物理的耐用限界評価（健全度評価）の結果

（別表-1 ㉖欄）を比較し、総合的に判断した結果を総合評価（別表-1 ㉗欄）とする。 

3.2.8.で抽出整理した問題点、装置・機器レベルにおける総合評価（別表-1 ㉘欄）の傾向

（機器レベルのバランス状況）などポンプ設備の機能維持に関連する諸要因を踏まえ、表 

3.2-13 を参考に、対象となる装置または機器ごとに措置区分（求める措置方法）と実施時期

を決定する（別表-1 ㊷，㊸欄）。 

① 更新 

② 取替 

③ 分解整備 

④ 継続使用 

⑤ 改造・機能追加 

  

3 

影響度指数＝Σ（ｅｉ×ｗｅｉ） 
i=1 
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表 3.2-13 措置区分判断の目安 

措置区分 判断の目安 

更新 ・設備、装置について、改造・機能追加、取替、分解整備では信頼性確保が

困難であると判断できる場合 

取替 ・機器、部品等の交換等で対応が可能な場合 

分解整備 ・機器を分解し、状況を確認しながら整備を行う必要がある場合 

継続使用 ・不足している機能や劣化の度合いが許容できる状態である場合 

・定常的な整備・修繕で信頼性確保が可能な場合 
  

改造・機能追加 ・機器が担う系列全体で機能の変更や追加を行う必要がある場合 

・新たな機器を追加することで不足している機能を補うことが可能な場合 
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4. 精密診断 

河川ポンプ設備を対象とした精密診断技術には、工業用内視鏡による写真撮影、振動診断、潤

滑油成分分析などがある。関東地方整備局 関東技術事務所における「河川ポンプ設備精密診断

マニュアル（案）」に基づく実施事例から、適用範囲および効果等の概要を示す。 

 

4.1. 工業用内視鏡による写真撮影  

4.1.1. 工業用内視鏡の適用範囲 

通常の年点検や月点検時には確認することができない不可視部分にある主要機器の部品を、工

業用内視鏡を用いて写真撮影するものである。主たる適用範囲は次のとおりである。 

①主ポンプ（羽根車、ライナ、揚水管内面など） 

多くの場合、主ポンプの点検口から内視鏡を挿入し、羽根車、ライナ、揚水管内面などを撮影

する。特に、点検口から羽根車を直接目視できない立軸ポンプの診断に適している。内視鏡は、

点検口から羽根車まで届く長いファイバーを擁する機種を採用するが、長尺ファイバーのカメラ

レンズ部分の首振りはできない場合が多い。先端のカメラ部分が回転して撮影方向を変更できる

機種や空気圧により首振りが可能なものがあり、視野を確保するためにはこれらが適している。 

②ディーゼル機関（シリンダ内部や過給機内部） 

シリンダ内部の撮影では、燃料噴射ポンプを外して高圧管の取付孔等からファイバーを挿入し

て撮影する。過給機内部の撮影は、温度計の取付孔等から行うのが一般的である。工業用内視鏡

は、視野を確保するために首振り機構を有し、撮影時の焦点距離が短い機種が適している。 

③ガスタービン（圧縮機、燃焼室内部、ノズルリング、出力タービンなど） 

機種によって内部の撮影を行う方法は異なる。使用する工業用内視鏡は、ディーゼル機関とほ

ぼ同じである。 

 

4.1.2. 効果等 

(1) 主ポンプ 

工業用内視鏡写真で撮影できる部分については、

腐食の程度や広さ等について、内視鏡写真から判

定した状況と分解整備で判定した劣化は一致した

事例が確認されており、工業用内視鏡写真をポン

プの精密診断に対する有用性は高い。 

撮影事例について、表 4.1-1 にまとめて示す。

当該表では、工業用内視鏡で撮影した写真と、

分解整備時に撮影した写真を比較して示してい

る。羽根車やケーシングライナ等の母材に発生

している腐食の状況を写真で撮影することがで

きる。 
一方、工業用内視鏡写真はあくまで目視によっ

て判断するものであり、腐食深さなどの定量的に

把握することは難しいのが実態である。また、内

 

図 4.1-1 工業用内視鏡による主ポンプ診断 
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視鏡ケーブルの柔軟性の不足や操作性などの制約により、羽根車の吸込み側表面（内視鏡挿入口

と逆側の羽根車表面）や、ベルマウス（吸込みケーシング）は撮影難易度が高い。（図 4.1-2 参

照） 

表 4.1-1 主ポンプにおける工業用内視鏡の撮影事例 

撮影箇所 ①整備前の内視鏡写真 ②分解整備時の写真 摘要 

羽根車 

 
内視鏡挿入口側  

＜診断可能な例＞ 

・腐食部の大きさ/広さ 

＜診断が難しい例＞ 

・母材の腐食深さ等の

定量的な評価 

・内視鏡挿入口と逆側

の羽根車表面 

ケーシン

グライナ 

(摺動部) 

  

＜診断可能な例＞ 

・腐食部の大きさ/広さ 

＜診断が難しい例＞ 

・母材の腐食深さ等の

定量的な評価 

揚水管 

  

＜診断可能な例＞ 

・腐食部の大きさ/広さ 

＜診断が難しい例＞ 

・母材の腐食深さ等の

定量的な評価 

吐出し 

エルボ 

  

＜診断可能な例＞ 

・腐食部の大きさ/広さ 

＜診断が難しい例＞ 

・腐食深さ等の定量的

な評価 

サポート 

  

＜診断可能な例＞ 

・腐食部の大きさ/広さ 

 

主軸・ 

保護管 

  

＜診断可能な例＞ 

・腐食部の大きさ/広さ 

 

比較 

比較 

比較 

比較 

比較 

比較 
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図 4.1-2 主ポンプ撮影時の留意事項 

 

(2) ディーゼル機関 

内視鏡で見ることができる部分は、ピストンの上部、シリンダライナの内面、過給機のノズル

リング、タービンなどであり、内面の汚れ、傷・腐食や損傷などを撮影できる可能性がある。 

撮影事例を表 4.1-2 に示す。ライナやピストン部のカーボンなどの付着、ライナ内面の摩耗状

況、傷や腐食などを撮影できるので、精密診断技術としての有用性は高い。（図 4.1-4 参照）シ

リンダ内部は暗く狭いので、内視鏡のＬＥＤライトで撮影対象部分を照らす必要がある。特にラ

イナ内面を撮影する場合に、レンズと対象物との距離が近いことや、表面の油膜による光の反射

などが原因でカメラの焦点が合いづらく、状況によっては細かな傷や腐食の撮影はできない場合

がある。ピストン上部は、ファイバーの挿入量を調整して撮影できる。 

機器選定時や撮影時において、先端部のＬＥＤライト照度や、対象物と内視鏡先端との距離

（仕様焦点距離〇〇ｍｍ～△△ｍｍ内に収まるように撮影）などの仕様に留意することで、より

明瞭な写真を撮影することが可能である。 

 

 
図 4.1-3 工業用内視鏡によるディーゼル機関の診断 
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表 4.1-2 ディーゼル機関における工業用内視鏡の撮影事例 

 

 

 

 

 

撮影箇所 ①整備前の内視鏡写真 ②分解整備時の写真 摘要 

ピストン

上部 

 

 

 

 

＜診断可能な例＞ 

・カーボン汚れの状況 

・表面の大きな擦れ/傷の

有無 

 

＜現状診断が難しい例＞ 

・カーボン汚れに隠れた

箇所の状況 

・クラックの長さ等の定

量的な評価 

シリンダ

ライナ 

 

 

 

＜診断可能な例＞ 

・カーボン汚れの状況 

・表面の大きな擦れ/傷の

有無 

 

＜現状診断が難しい例＞ 

・内径等の定量的な評価 

過給機 

 

 

 

＜診断可能な例＞ 

・カーボン汚れの状況 

・腐食部の大きさ/広さ 

 

＜現状診断が難しい例＞ 

・クラックの長さ等の定

量的な評価 

比較 

比較 

比較 

比較 
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図 4.1-4 ディーゼル機関撮影時の留意事項 

 

4.2. 振動診断  

4.2.1. 振動診断の適用範囲 

点検時に計測する振動値の傾向管理において主ポンプ、減速機、主原動機などの異常が疑われ

る場合、異常箇所の特定や劣化の程度を把握するため、精密診断としての振動診断を実施する。 

主な振動診断の方法と適用範囲は以下のとおりである。 

(1) 主ポンプ 

羽根車、主軸、水中軸受の異常あるいは劣化の程度を評価するために、運転時における主軸振

動を計測・解析する。センサは非接触式の渦電流式変位計を用い、グランド部の露出した主軸部

で、通常は 90 度ずらして 2 箇所設置し計測する。高精度なデータを得るためには常設センサが

適しているが、仮設して計測することもできる。（図 4.2-1 参照） 

一般的には、一定時間計測した時間領域波形と当該波形の周波数領域波形（周波数分布図）等

により分析する。時間領域波形の形状は振幅、回転時に羽根車の摩耗によって発生するアンバラ

ンス成分（ポンプの回転速度）や、羽根車が揚水するときに発生する羽根車成分（ポンプ回転速

度と羽根車枚数を乗じた周波数）などを周波数領域波形から読み取って診断する。 

(2) 動力伝達装置および主原動機 

減速機、流体継手などの動力伝達装置およびディーゼル機関やガスタービンなどの主原動機に

おける振動計測は、加速度センサを用いて、「河川ポンプ設備状態監視ガイドライン(案)」に示

される計測位置に準じて行う。常設センサがない場合は、時間領域波形を記録できるハンディタ

イプの加速度計を使用する。 

異常の特定は、時間領域波形の形状を見るほか、構成部品である歯車、軸受、流体継手の仕様

から、異常が発生したときに発生する周波数を事前に把握しておき、周波数領域波形の周波数分

布と比較して診断する。 
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図 4.2-1 主ポンプ軸振動の計測（左図・写真）と減速機振動の計測（右写真） 

 

4.2.2. 効果等 

(1) 主ポンプ 

主ポンプの主軸振動を分析することによって、主ポンプの部品に関する異常と関連付けできた

事例を表 4.2-1 に示す。 

表 4.2-1 主軸振動の分析事例 

振動特性は、ポンプ運転方法（通常運転、管理運転時のバイパス管循環運転、締め切り運転な

ど）や運転点と深く関係するため、振動を用いた診断の精度をより上げるためには、振動計測時

の運転方法、水位や吐出し量、圧力等のデータも併せて記録しておくことが効果的である。 

対象設備 簡易諸元 ①分解整備前振動

計測結果 
②分解整備時の状況 参照 

Ａ排水機場 
3 号主ポンプ 
 

立軸斜流 
口径 2000mm 
回転数 171rpm 
羽根車枚数 6 枚 

回転周波数×羽根

車成分 
（ZN成分）の突出 

羽根車の腐食・減肉 
図 4.2-2 

 

Ｂ排水機場 
3 号主ポンプ 

立軸渦巻 
口 径 2000mm
×1800mm 
回転数 162rpm 
羽根車枚数 5 枚 

回転周波数×羽根

車成分 
（ZN成分）の卓越 

羽根車異常なし 
※渦巻ポンプでは、健全な

ほど ZN 成分が卓越すると

されている 

図 4.2-3 
 

Ｃ排水機場 
1 号主ポンプ 

立軸斜流 
口径 1650mm 
回転数 178rpm 
羽根車枚数 4 枚 

高調波成分 
（2N 成分）の卓越 

芯ずれ（メーカ社内規

格値超過） 
図 4.2-4 

 

Ｄ排水機場 
5 号主ポンプ 

横軸斜流 
口径 1200mm 
回転数 298rpm 
羽根車枚数 6 枚 

0.37N 付近の分数

調波数成分が検出 
水中軸受、スリーブ

の経年的な摩耗 
図 4.2-5 
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図 4.2-2 羽根車が腐食した事例 

 

 
図 4.2-3 渦巻きポンプの周波数特性 

 

 
図 4.2-4 減速機とポンプ間の芯ずれが生じている事例 
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図 4.2-5 水中軸受・スリーブの摩耗が生じている事例 

 

(2) 減速機・主原動機 

減速機の主たる構成部品は歯車と転がり軸受※であり、これらに異常が発生すると原理的にあ

る周波数の振動が発生する。歯車については、欠損の発生あるいは歯面の摩耗が進行すると「噛

み合い周波数」（軸回転数と歯数の積）成分が上昇するとされており、転がり軸受においては、

「外輪」「内輪」「保持器」「転動体（玉あるいはコロ）」の異常に伴う原理的な発生振動数を計算

することができる。当該計算値と計測波形、周波数分布を比較することによって異常発生の有無

を評価する。 

振動計測データとその後の分解整備データを比較した２件の事例を表 4.2-2 に示す。どちらも

経年的な劣化を理由に軸受の一式更新（時間計画保全）を行っており、分解整備において大きな

異常は見らない機器であった。 

Ｆ機場 3 号減速機については、図 4.2-6 に示すとおり、分解整備前に異常時に発生するとされ

る周波数は発生しておらず、速度ＲＭＳ（実効値）も大きい値ではなかった。これは、分解整備

時において軸受や歯車に明確な劣化事象が認められなかったことと合致している。 

Ｅ機場 2 号減速機については、中間軸のコロ軸受の玉・コロや外輪軌道面の異常を示す周波数

に近い周波数を検出した事例であり、その結果は表 4.2-3 のとおりである。速度 RMS の値は大

きくなく、また、これらの周波数は回転成分の倍数や原動機発生周波数に近似していることなど

を勘案し、この段階で異常が発生しているとはいえない状況であるが、以後も特徴周波数を経過

観察すべき案件である。 

減速機については、劣化による故障事例が少なく、分解整備時における部品の劣化状況を示す

記録も少ない。したがって、今後も継続してデータを蓄積していくことが重要である。 
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表 4.2-2 振動計測と分解整備結果の比較事例（減速機） 

 

 

 

図 4.2-6 減速機の振動分析事例（Ｆ機場） 

  

機場 機器 号機 振動計測 分解整備

川島 減速機 2 H27.11(以降データ無し) R5

川島 減速機 3 H25.11 H26

分解整備内容
実施年

機器・部品 不具合報告内容 対応/処置 

スラスト軸受 ・摺動面に、軽微な摺動傷 新品と交換 

自動調心コロ

軸受 

・コロ・内外輪の転走面に、軽

微な摩耗 

新品と交換 

※計 6 個 

円筒コロ軸受 ・コロ・内外輪の転走面に、軽

微な摩耗 

新品と交換 

組み合わせ円

錐コロ軸受 

・コロ・内外輪の転走面に、軽

微な摩耗 

新品と交換 

Ｅ

Ｆ
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表 4.2-3 減速機構成部品の特徴周波数一覧（Ｅ機場の例） 
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次に主原動機のうちディーゼル機関の振動について概観をまとめる。 

4 サイクルディーゼル機関では、ピストンの上下、コネクティングロッドの振れ、クランクシ

ャフトの回転などの振動発生要因があり、大きくは気筒数や着火順序によって振動の出方が異な

る。回転系にアンバランスがあれば他のロータ系機械と同様に回転数の 1 次成分の振動が発生す

る。 

各気筒のクランク角を 120 度ごとずらして配置できる直列 6 気筒機関は、構造上振動の発生が

最も少ないとされている。4 気筒機関では、構造上回転数の 2 次(2 倍)成分が発生しやすいとさ

れている。また、Ｖ１２気筒機関は、バンク角を設けて直列 6 気筒機関２つを備えた形態になるが、

構造上回転による慣性偶力による振動が発生する。 

このような構造に由来する振動により種々の理由で振動が大きくなる可能性があるため、機関

の稼働状態における確認が必要である。 

機関から発生する振動は、回転数によって周波数が変わるほか、実際には機関本体に吸排気系

統、燃料系統、冷却水系統などいろいろな付属物があり、機関の運転とともにそれらが作動し、

共振すれば振動が増幅する。実際にディーゼル機関の振動を計測すると、広い周波数範囲に分布

して発生する場合が多い。 

現状の知見においては、機関自体の異常傾向を振動計測だけで見いだすことは困難であるが、

機関を動力源とし回転軸で連結されている減速機および主ポンプの振動を評価する場合は、機関

の振動特性を考慮することが重要である。 

次に、ねじり振動について述べる。 

ディーゼル機関の出力軸がクランク軸によってねじられ、その復元しようとする軸まわりの振

動と、出力軸系統の慣性モーメントや軸系のねじり剛性によって決まる固有振動数による共振が

発生すると、振動応答が大きくなり、場合によっては機関や出力系統の破損をまねく。この振動

が発生する回転速度は危険速度とよばれ、ポンプの定格運転時の機関回転数の下に危険速度があ

る場合には、速やかに加速して共振を回避するような運用が必要である。 

 

4.3. 潤滑油成分分析等  

4.3.1. 潤滑油成分分析等の適用範囲 

河川ポンプ設備においては、年点検においてディーゼル機関の潤滑油、ガスタービン油圧始動

装置の作動油について性状分析を行うこととしている。性状分析は、主に動粘度、酸価、塩基価、

水分などを計測しており、潤滑油あるいは作動油の状態が良好であるか確認することを目的とし

ている。 

一方、機器の精密診断を目的とした潤滑油の成分分析では、潤滑油に含まれる金属元素を特定

するとともに含有量を定量分析する。これは、検出された金属元素によって摩耗や損傷の懸念さ

れる部品の推定、劣化度合いを把握するために実施するものである。 

主な分析手法としては、「ＩＣＰ発光分光分析」（一般的には「ＳＯＡＰ（Spectrometric Oil Analysis 

Program）法」と呼ばれる）が一般的であり、金属元素として「鉄」「鉛」「銅」「クロム」「アルミ

ニウム」「ニッケル」「銀」「錫」などの含有量を定量化できる。この潤滑油成分分析の適用範囲

としては、ディーゼル機関および減速機が考えられる。特に、振動法では検出することが難しい
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ディーゼル機関のクランクメタル、減速機に使用される滑り軸受の摩耗、熱交換器内部腐食の検

出などが期待できる。 

このほかに精密診断に用いる分析方法として、潤滑油に含まれる金属粉を分析対象とする定量

フェログラフィ法および分析フェログラフィ法がある。定量フェログラフィは、磁石を下に敷い

た沈着チューブ内に潤滑油を流し、油中の摩耗粉を捕捉分離することで潤滑油中の小摩耗粒子と

大摩耗粒子の濃度を検出する方法（上流側に大粒子、下流側に小粒子が集まり、光学センサでそ

れぞれの密度を計測する）である。計測した大摩耗粒子濃度と小摩耗粒子濃度を用いて「異常摩

耗指数」を算定し、大摩耗粒子の占める割合等を評価する。 

分析フェログラフィは、磁石上のガラス板上に潤滑油（状況によって潤滑油を希釈させる）を

通過させ、ガラス板上に捕捉した金属摩耗粉を顕微鏡などで観察し、摩耗粉の形態分類を行うも

のである。粒子の色、大きさ、形状から摩耗粉の金属種および発生因子を推定することができる。 

 

4.3.2. 効果等 

関東地方整備局管内における対象機器の潤滑油成分分析結果の変化傾向と、その後の分解整備

で判明した不具合との因果関係を確認した事例を図 4.3-1 およびに示す。 

図 4.3-1 の事例では、潤滑油冷却器の熱交換器の腐食が確認されており、潤滑油には熱交換器

に含まれる銅成分が上昇していたことから、潤滑油冷却器における銅成分を把握することは、冷

却器の内部腐食の進行を推定する素材として有効であることを示した。 
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図 4.3-1 潤滑油冷却器の分析事例 

 

また、表 4.3-1 に示すディーゼル機関の潤滑油分析事例では、成分分析における鉄分の増加傾

向とシリンダヘッド、ピストン、連接棒の腐食が認められた事例がある一方で、鉄は汎用素材で

あることから溶出した原因機器の特定が困難な場合も認められる。 

また、定量フェログラフィによる異常摩耗指数の増加傾向と、動弁装置や軸受台メタル等の損

傷、シリンダヘッド燃焼面の汚損などの事象と関連付けできる事例も認められるが、精密診断結

果において整備要否判定を行うためには、劣化している機器の特定が求められる。そのためには、

分析フェログラフィの併用や対象機器に使用されている材料・組成の調査・整理など事前準備の

徹底や、一定期間の変化を把握するための傾向管理を継続することが重要である。 
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表 4.3-1 ディーゼル機関における分析事例 

 

Ｇ排水機場/No.5 主原動機 Ｈ排水機場/No.1 主原動機 

  

Ｉ排水機場/No.1 主原動機 Ｊ排水機場/No.3 発電機 

  

 

 
Ｋ排水機場/No.2 主原動機 

 

Fe が増加傾向 

異常摩耗指数が 

増加傾向 

Fe が増加傾向 

分解整備 

シリンダヘッド,ピストン,連接棒につい

て、全気筒の燃焼面に腐食 

分解整備時の報告 分解整備時の報告 

シリンダヘッド,ピストン,連接棒について、

全気筒の燃焼面に腐食 

分解整備 

動弁装置の軸受け台メタル及び軸受キャ

ップ部メタルの傷痕 

分解整備時の報告 分解整備時の報告 

シリンダヘッド燃焼面に著しい汚損、硬質

なカーボンが大量に付着 

異常摩耗指数が増加傾向 

分解整備 分解整備 

分解整備時の報告 

クランクピンメタルの傷痕 

Fe が増加傾向 

分解整備 



 

5-1 

 

5. 巻末資料  

5.1. 別表-1  河川ポンプ設備総合評価シート作成例（装置・機器単位） 

 

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸

信頼性
Ｙｒ

平均
Ｙｍ

修繕・
整備の
平均値

取替・
更新の
平均値

修繕・
整備実

績

取替・
更新実

績

上限
1.3
Ｙｍ

修繕・
整備周
期Ms

取替・
更新周
期Us

運転
操作

陳腐化
法令・技

術基準と
の整合性

機能的
評価

計測
ﾃﾞｰﾀ

点検
結果

経過
年数

精密診
断結果

物理的
評価

修繕・
整備
Ｙｐ

取替・
更新
Ｙｐ

総合
評価
反映

計画年
度まで

総合
評価
反映

計画年
度まで

設置
条件
E1

重み
w1

故障
履歴
E2

重み
w2

保全状
況
E3

重み
w3

影響度
指数

措置
区分

実施
時期

遠隔監視操作制御設備 時間計画 2010 2010 2010 20 49 16 23 - - 64 16 23 2033 2074 - ○ ○ ○ - × ○ - × - 2024 14 14 - 9 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 更新中 -

機場集中監視操作盤 時間計画 1988 2008 2010 20 49 16 23 - 20 64 16 20 2031 2072 - ○ ○ ○ - △1 ○ - △1 △1 2024 14 16 1 1 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 2024 要修繕

No.1主ポンプ制御盤 時間計画 1988 2008 2010 20 49 16 23 - 20 64 16 20 2031 2072 - △1 ○ △1 - ○ ○ - ○ △1 2024 14 16 1 1 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 2024 要修繕

No.2主ポンプ制御盤 時間計画 1988 2008 2008 20 49 16 23 - 20 64 16 20 2031 2072 - △1 ○ △1 - ○ ○ - ○ △1 2024 16 16 1 1 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 2024 要修繕

No.3主ポンプ制御盤 時間計画 1988 2008 2008 20 49 16 23 - 20 64 16 20 2031 2072 - △1 ○ △1 - ○ ○ - ○ △1 2024 16 16 1 1 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 2024 要修繕

No.1主ポンプ機側操作盤 時間計画 1988 2008 2010 20 62 27 30 - 20 81 27 20 2038 2089 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 14 16 - 14 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.2主ポンプ機側操作盤 時間計画 1988 2008 2008 20 62 27 30 - 20 81 27 20 2038 2089 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 16 16 - 14 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.3主ポンプ機側操作盤 時間計画 1988 2008 2008 20 62 27 30 - 20 81 27 20 2038 2089 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 16 16 - 14 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

真空・燃料移送ポンプ機側操作盤 時間計画 1988 2010 2010 20 62 27 30 - 20 81 27 20 2040 2091 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 14 14 - 16 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

冷却水ポンプ機側操作盤 時間計画 1988 2008 2008 20 62 27 30 - 20 81 27 20 2038 2089 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 16 16 - 14 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

空気圧縮機機側操作盤 時間計画 1988 2008 2011 20 62 27 30 - - 81 27 30 2038 2089 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 13 16 - 14 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

給気ファン操作盤 時間計画 1988 2010 2010 20 62 27 30 - 23 81 27 23 2040 2091 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 14 14 - 16 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

コントロールセンタ（5面） 時間計画 1988 2008 2011 26 53 19 20 - 20 69 19 20 2028 2077 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 13 16 - 4 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

監視設備（ＣＣＴＶ） 時間計画 1988 2008 2011 20 49 16 23 - 20 64 16 20 2031 2072 - ○ ○ ○ - △1 ○ - △1 △1 2024 13 16 1 1 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 2024 要修繕

計装設備 計装制御盤 時間計画 1988 2008 2008 20 49 16 23 - 20 64 16 20 2031 2072 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 16 16 - 7 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

水位計盤 時間計画 1988 2008 2008 20 49 16 23 - 20 64 16 20 2031 2072 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 16 16 - 7 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

入出力変換器盤 時間計画 1988 2008 2011 20 49 16 23 - 20 64 16 20 2031 2072 - ○ ○ ○ - △1 ○ - △1 △1 2024 13 16 1 1 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 2024 要修繕

No.1主ポンプ（横軸） 状態監視 1988 1988 2011 23 60 25 44 23 - 78 25 44 2036 2066 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ 2024 13 36 - 12 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.2主ポンプ（横軸） 状態監視 1988 1988 2012 23 60 25 44 24 - 78 25 44 2037 2066 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ 2024 12 36 - 13 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.3主ポンプ（横軸） 状態監視 1988 1988 2013 23 60 25 44 25 - 78 25 44 2038 2066 - ○ ○ ○ ○ ○ ○ - ○ ○ 2024 11 36 - 14 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.1主配管 状態監視 1988 1988 2011 23 60 25 44 23 - 78 25 44 2036 2066 - ○ ○ ○ ○ △3 ○ - △3 △3 2024 13 36 - 12 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.2主配管 状態監視 1988 1988 1988 23 60 25 44 - - 78 25 44 2013 2066 - ○ ○ ○ ○ △3 △3 - △3 △3 2024 36 36 - -11 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.3主配管 状態監視 1988 1988 1988 23 60 25 44 - - 78 25 44 2013 2066 - ○ ○ ○ ○ △3 △3 - △3 △3 2024 36 36 - -11 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.1吐出し弁 時間計画 1988 1988 1988 36 93 20 33 - - 121 20 33 2008 2109 - ○ ○ ○ - ○ △3 - △3 △3 2024 36 36 - -16 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.2吐出し弁 時間計画 1988 1988 2012 36 93 20 33 - - 121 20 33 2032 2109 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 12 36 - 8 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.3吐出し弁 時間計画 1988 1988 1988 36 93 20 33 - - 121 20 33 2008 2109 - ○ ○ ○ - ○ △3 - △3 △3 2024 36 36 - -16 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.1逆流防止弁 事後保全 1988 1988 1988 37 80 25 31 - - 104 25 31 2019 2092 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 36 36 - -5 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.2逆流防止弁 事後保全 1988 1988 1988 37 80 25 31 - - 104 25 31 2019 2092 - ○ ○ ○ - △1 ○ - △1 △1 2024 36 36 1 1 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 2024 要修繕

No.3逆流防止弁 事後保全 1988 1988 1988 37 80 25 31 - - 104 25 31 2019 2092 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 36 36 - -5 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.1ディーゼル機関 時間計画 1988 2010 2010 15 36 20 28 23 - 47 20 28 2030 2057 - ○ ○ ○ - △1 ○ - △1 △1 2024 14 14 1 1 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 2025 要修繕

No.2ディーゼル機関 時間計画 1988 1988 2012 15 36 20 28 - - 47 20 28 2032 2035 - △1 ○ △1 - △1 ○ - △1 △1 2024 12 36 1 1 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 2025 要修繕

No.3ディーゼル機関 時間計画 1988 1988 2013 15 36 20 28 - - 47 20 28 2033 2035 - △1 ○ △1 - △1 ○ - △1 △1 2024 11 36 1 1 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 2025 要修繕

No.1減速機 時間計画 1988 2011 2011 30 58 24 29 23 - 75 24 29 2035 2086 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 13 13 - 11 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.2減速機 時間計画 1988 1988 1988 30 58 24 29 - - 75 24 29 2012 2063 - ○ ○ ○ - ○ △3 - △3 △3 2024 36 36 - -12 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.3減速機 時間計画 1988 1988 1988 30 58 24 29 - - 75 24 29 2012 2063 - ○ ○ ○ - ○ △3 - △3 △3 2024 36 36 - -12 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

燃料系統 燃料貯油槽 時間計画 1988 1988 1988 21 55 21 27 - - 72 21 27 2009 2060 - △3 ○ ○ - ○ △3 - △3 △3 2024 36 36 - -15 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

燃料小出槽 時間計画 1988 2010 2010 24 63 24 29 - 23 82 24 23 2034 2092 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 14 14 - 10 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.1燃料移送ポンプ 事後保全 1988 2010 2010 19 40 16 26 - 23 52 16 23 2036 2062 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 14 14 - - 12 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.2燃料移送ポンプ 事後保全 1988 2010 2010 19 40 16 26 - 23 52 16 23 2036 2062 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 14 14 - - 12 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

冷却水系統 No.1冷却水ポンプ 時間計画 1988 2010 2010 19 47 14 21 - 23 61 14 23 2024 2071 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 14 14 - 0 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.2冷却水ポンプ 時間計画 1988 2010 2010 19 47 14 21 - 23 61 14 23 2024 2071 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 14 14 - 0 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.2管内クーラ 時間計画 1988 1988 1988 20 44 22 25 - - 57 22 25 2010 2045 - ○ ○ ○ - ○ △3 - △3 △3 2024 36 36 - -14 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.3管内クーラ 時間計画 1988 1988 1988 20 44 22 25 - - 57 22 25 2010 2045 - ○ ○ ○ - ○ △3 - △3 △3 2024 36 36 - -14 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

膨張タンク 時間計画 1988 2010 2010 24 47 20 22 - - 61 20 22 2030 2071 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 14 14 - 6 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

始動系統 No.1空気圧縮機 事後保全 1988 2011 2011 13 32 17 24 - 23 42 17 23 2028 2053 - ○ ○ ○ - ○ △3 - △3 △3 2024 13 13 - 4 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.2空気圧縮機 事後保全 1988 2011 2011 13 32 17 24 - 23 42 17 23 2028 2053 - ○ ○ ○ - ○ △3 - △3 △3 2024 13 13 - 4 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.1始動空気槽 事後保全 1988 2011 2011 18 46 18 28 - 23 60 18 23 2029 2071 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 13 13 - 5 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.2始動空気槽 事後保全 1988 2011 2011 18 46 18 28 - 23 60 18 23 2029 2071 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 13 13 - 5 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.3始動空気槽 事後保全 1988 2011 2011 18 46 18 28 - 23 60 18 23 2029 2071 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 13 13 - 5 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

満水系統 No.1真空ポンプ 時間計画 1988 2011 2011 14 34 19 29 - 23 44 19 23 2030 2055 - ○ ○ ○ - △1 ○ - △1 △1 2024 13 13 1 1 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 取替 2025

No.2真空ポンプ 時間計画 1988 2011 2011 14 34 19 29 - 23 44 19 23 2030 2055 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 13 13 - 6 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

自家発電設備 No.1発電機盤 時間計画 1988 2010 2010 21 55 15 26 - 23 72 15 23 2025 2082 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 14 14 - 1 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.2発電機盤 時間計画 1988 2010 2010 21 55 15 26 - 23 72 15 23 2025 2082 - ○ ○ ○ - △1 ○ - △1 △1 2024 14 14 1 1 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 2025 要修繕

No.1発電機 時間計画 1988 2010 2010 34 75 22 27 - 23 98 22 23 2032 2108 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 14 14 - 8 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.2発電機 時間計画 1988 2010 2010 34 75 22 27 - 23 98 22 23 2032 2108 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 14 14 - 8 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.1ディーゼル機関 時間計画 1988 2010 2010 15 36 20 28 - 23 47 20 23 2030 2057 - ○ ○ ○ - △1 ○ - △1 △1 2024 14 14 1 1 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 2025 要修繕

No.2ディーゼル機関 時間計画 1988 2010 2010 15 36 20 28 - 23 47 20 23 2030 2057 - ○ ○ ○ - △1 ○ - △1 △1 2024 14 14 1 1 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 2025 要修繕

受変電設備 低圧受電盤 時間計画 1988 2008 2011 21 55 15 26 - - 72 15 26 2034 2080 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 13 16 - 10 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

直流電源設備 直流電源盤 時間計画 1988 2008 2008 21 59 － 27 - - 77 － 27 2035 2085 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 16 16 - 11 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

無停電電源設備 ＵＰＳ 時間計画 1988 2008 2008 21 59 － 27 - - 77 － 27 2035 2085 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 16 16 - 11 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

除塵機 No.1除塵機 時間計画 1988 2011 2011 28 52 25 26 - 23 68 25 23 2036 2079 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 13 13 - 12 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.2除塵機 時間計画 1988 2011 2011 28 52 25 26 - 23 68 25 23 2036 2079 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 13 13 - 12 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.3除塵機 時間計画 1988 2011 2011 28 52 25 26 - 23 68 25 23 2036 2079 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 13 13 - 12 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

搬送設備 コンベヤ 時間計画 1988 2011 2011 25 58 30 32 - 23 75 30 23 2041 2086 - ○ ○ ○ - ○ ○ - ○ ○ 2024 13 13 - 17 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

除塵機機側操作盤 時間計画 1988 2011 2011 31 59 16 26 - 23 77 16 23 2037 2088 - ○ ○ ○ - △1 ○ - △1 △1 2024 13 13 1 1 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 2025 要修繕

天井クレーン 事後保全 1988 1988 1988 29 60 30 42 - - 78 30 42 2018 2066 - ○ ○ ○ - ○ △3 - △3 △3 2024 36 36 - -6 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

換気設備 事後保全 1988 2011 2011 13 32 17 24 - 23 42 17 23 2035 2053 - ○ ○ ○ - ○ △3 - △3 △3 2024 13 13 - - 11 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

吸水槽ゲート No.1扉体 事後保全 1988 1988 1988 29 60 30 42 - - 78 30 42 2018 2066 - ○ ○ ○ - △3 △3 - △3 △3 2024 36 36 - -6 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.1戸当り 事後保全 1988 1988 1988 29 60 30 42 - - 78 30 42 2018 2066 - ○ ○ ○ - ○ △3 - △3 △3 2024 36 36 - -6 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.1開閉装置 事後保全 1988 1988 1988 19 36 － 27 - - 47 － 27 - 2015 2035 - ○ ○ ○ - △3 △1 - △1 △1 2024 36 36 1 1 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 2025 要修繕

No.2扉体 事後保全 1988 1988 1988 29 60 30 42 - - 78 30 42 2018 2066 - ○ ○ ○ - △3 △3 - △3 △3 2024 36 36 - -6 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.2戸当り 事後保全 1988 1988 1988 29 60 30 42 - - 78 30 42 2018 2066 - ○ ○ ○ - ○ △3 - △3 △3 2024 36 36 - -6 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.2開閉装置 事後保全 1988 1988 1988 19 36 － 27 - - 47 － 27 - 2015 2035 - ○ ○ ○ - △3 △1 - △1 △1 2024 36 36 1 1 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 2025 要修繕

No.3扉体 事後保全 1988 1988 1988 29 60 30 42 - - 78 30 42 2018 2066 - ○ ○ ○ - △3 △3 - △3 △3 2024 36 36 - -6 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.3戸当り 事後保全 1988 1988 1988 29 60 30 42 - - 78 30 42 2018 2066 - ○ ○ ○ - ○ △3 - △3 △3 2024 36 36 - -6 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 -

No.3開閉装置 事後保全 1988 1988 1988 19 36 － 27 - - 47 － 27 - 2015 2035 - ○ ○ ○ - △1 △1 - △1 △1 2024 36 36 1 1 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 2025 要修繕

機側操作盤 事後保全 1988 1988 1988 18 39 18 28 - - 51 18 28 2016 2039 - ○ ○ ○ - △3 △1 - △1 △1 2024 36 36 1 1 2 0.33 2 0.33 2 0.33 0.5 継続使用 2025 要修繕
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総合診断結果
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経過年数 取替・更新までの年数 影響度評価修繕・整備までの年数

系統機器機側
操作盤
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視
操
作
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備
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物理的耐用限界評価修繕・整備、取替・更新年数等
修繕・
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画年度

取替・
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画年度

使用上
限年度

機能的耐用限界評価定期整備等周期

注記）□ 着色部は、他機器からの引用あるいは構成する部品等から引用した事例を示す

表題部において 着色部分は施設管理者が入力する箇所を示す
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5.2. 別表-1 の項目解説 

 別表-1の各欄の項目について以下に示す。 

 
① 装置・機器 点検・整備・更新マニュアル 1.3 用語の定義の(3)(4)及

び 2.4(1)の図 2.4-1～図 2.4-3 参照 

② 保全方式 点検・整備・更新マニュアル 2.2(3)の図 2.2-3（2.5(3)

の表 2.5-2 参照） 

③ 設置年度 当初設置年度（西暦） 

④ 最終取替・更新年度 直近の更新・取替年度（西暦） 

⑤ 最終修繕・整備年度 直近の修繕または定期整備(オーバーホール)年度(西暦) 

  

【取替・更新年数（⑥～⑫欄）】 

⑥ 信頼性Ｙｒ 5.3 項 参照 

⑦ 平均Ｙｍ 5.3 項 参照 

⑧ 修繕・整備の平均値 全施設を対象とした、機器・装置等の修繕・整備実績の

算術平均値（年数） 

5.3 項参照 

⑨ 取替・更新の平均値 全施設を対象とした、機器・装置等の取替・更新実績の

算術平均値（年数） 

5.3 項参照 

⑩ 修繕・整備実績 各施設における機器・装置等の修繕・整備の実績年数。

複数回の実績がある場合は、直近の実績値を採用するこ

とを原則とする。ただし、直近の実績値を採用すること

が不適切な場合（摩耗や老朽化を原因としない突発的事

故による実績である場合や、修繕・整備を行った時に、

不可視部分の劣化状況などから以後の実施時期について

変更すべきと評価した場合など）は、実態に合わせて適

切な年数を設定する。 

⑪ 取替・更新実績 各施設における機器・装置等の取替・更新の実績年数。

複数回の実績がある場合は、直近の実績値を採用するこ

とを原則とする。ただし、直近の実績値を採用すること

が不適切な場合（摩耗や老朽化を原因としない突発的事

故による実績である場合や、取替・更新を行った時に、

不可視部分の劣化状況などから以後の実施時期について

変更すべきと評価した場合など）は、実態に合わせて適

切な年数を設定する。 
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⑫上限 1.3 Ｙｍ 時間計画保全の上限となる年数、あるいは修繕による信

頼性確保が困難となる年数。 

【定期整備等周期 （⑬，⑭欄）】 

⑬ 修繕・整備周期 Ｍｓ ・当該施設の実績値（⑩欄）がある場合は、その年数を

採用することを基本とする。 

・採用できる実績値がない場合は、修繕・整備実施年数

の平均値（⑧欄）を採用することができる。 

⑭ 取替・更新周期 Ｕｓ ・当該施設の実績値（⑪欄）がある場合は、その年数を

採用することを基本とする。 

・採用できる実績値がない場合は、取替・更新実施年数

の平均値（⑨欄）を採用することができる。 

【修繕・整備計画年度等 （⑮～⑰欄）】 

⑮ 修繕・整備計画年度 修繕・整備を計画する機器・装置について、③～⑤欄の

いずれか直近の年度に⑬欄の年数を加算して算出する。 

⑯ 取替・更新計画年度 取替・整備を計画する機器・装置について、③または④

欄のいずれか直近の年度に⑭欄の年数を加算して算出す

る。 

⑰ 使用上限年度 ③または④欄のいずれか直近の年度に⑫欄の年数を加算

して算出する。 

 

【機能的耐用限界評価(⑱～㉑欄）】 

⑱ 運転操作 円滑な運転操作の可否に関する評価区分（点検・整備・

更新マニュアル 4.4(1）①、4.4(2)の表 4.4-1 参照） 

⑲ 陳腐化 陳腐化に関する評価区分（点検・整備・更新マニュアル

4.4(1）②、4.4(2)の表 4.4-1 参照） 

⑳ 法令・技術基準との整合性 関連諸法令、技術基準類との整合性に関する評価区分

（点検・整備・更新マニュアル 4.4(1）③、4.4(2)の表

4.4-1 参照） 

㉑ 機能的評価 ⑲～㉑欄の評価区分のうち、最もリスクの高い区分(本要

領 表 3.2-3 参照) 
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【物理的耐用限界評価（㉒～㉖欄）】  

㉒ 計測データ 点検で得た傾向管理が可能な計測データの評価区分（点

検・整備・更新マニュアル 4.2(3）の 1）～4)、本要領

3.2.6(1)の①参照） 

㉓ 点検結果 点検結果のうち傾向管理が不可能なものの評価区分（点

検・整備・更新マニュアル 4.2(2）表 4.2-1、4.2(4)、本

要領 3.2.6 (1)の②参照） 

㉔ 経過年数 装置・機器の当初設置時からの年数または最終の取替時

からの年数に関する評価区分（本要領 3.2.6 (1)の③参

照） 

㉕ 精密診断結果 精密診断が行われている機器・装置等は、判定結果を記

入する。 

㉖ 物理的評価 保全方式（②欄）および㉒～㉕欄を考慮して評価する。

状態監視保全を採用する機器等については点検データお

よび点検結果を重視し、時間計画保全を採用する機器等

については経過年数を重視する。 

【総合評価（㉗，㉘欄）】  

㉗ 総合評価 機能的耐用限界と物理的耐用限界の評価結果を総合的に

考慮して判断する。 

㉘ 評価年度 総合診断の実施年度（西暦） 

 

【経過年数（㉙，㉚欄）】 

㉙ 修繕・整備（Ｙｐ） 最終修繕・整備年度（⑤欄）から評価年度（㉘欄）まで

の経過年数 

㉚ 取替・更新（Ｙp） 最終取替・更新年度（④欄）から評価年度（㉘欄）まで

の経過年数 

 

【修繕・整備までの年数（㉛，㉜欄）】 

㉛ 総合評価反映 総合評価から決定した修繕・整備までの年数 

㉜ 計画年度までの年数 維持管理計画上の修繕・整備実施までの年数 
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【取替・更新までの年数 （㉝，㉞欄）】 

㉝ 総合評価反映 総合診断から決定した取替・更新までの年数 

㉞ 計画年度までの年数 維持管理計画上の取替・更新実施までの年数、ただし、

総合診断の結果短縮された場合はその年数 

 

【影響度評価（㉟～㊶欄）】 

㉟ 設置条件Ｅ1 点検・整備・更新マニュアル（案）4.3 による設置条件レ

ベルａ、ｂ、ｃの評価（それぞれ評価点 3、2、1 と区

分）（点検・整備・更新マニュアル 4.3、本要領 3.2.7 参

照） 

㊱ 重みｗ1 影響度評価における設置条件の重み（小数）（評価要素ご

との重みの合計は 1.0） 

㊲ 故障履歴Ｅ2 当該機器に過去複数回の故障事例がある場合に評価点 3、

当該機器に過去 1 回または同一施設内において同種機器

に故障事例がある場合に評価点 2、故障事例なしの場合を

評価点 1 と評価（本要領 表 3.2-11 参照） 

㊳ 重みｗ2 影響度評価における故障履歴の重み（小数）（評価要素ご

との重みの合計は 1.0） 

㊴ 保全状況Ｅ3 点検・整備未実施の場合評価点 3、年点検・整備実施で定

期整備未実施の場合評価点 2、点検・整備を適切に実施し

ている場合を評価点 1 と評価（本要領 表 3.2-12 参照） 

㊵ 重みｗ3 影響度評価における保全状況の重み（小数）（評価要素ご

との重みの合計は 1.0） 

㊶ 影響度指数 影響度評価の評価点と重み付けを基に優先度を定量化

（自動計算） 

 

【総合診断結果 （㊷，㊸欄）】  

㊷ 措置区分 総合診断の結果、決定した措置方法 

㊸ 実施時期 措置を施す時期 
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5.3. 河川ポンプ設備の修繕・取替の標準年数（例） 

保全方式
信頼性による修繕・

取替の標準年数
（年）Yｒ

平均の修繕・取替
標準年数
（年）Yｍ

修繕・整備の平均値
（年）

取替・更新の平均値
（年）

主ポンプ（立軸）

吐出しベンド（ケーシング） 状態監視 22 (52) 25 37

主軸 時間計画 19 38 19 26

軸継手 時間計画 21 (46) 18 25

外側軸受 時間計画 21 (50) 17 24

インペラ 時間計画 21 (44) 14 17

水中ゴム軸受 時間計画 21 (49) 20 24

グランドパッキン 状態監視 (16) (38) 19 23

水中セラミックス軸受 時間計画 19 (43) 16 23

無給水軸封装置 時間計画 (20) (41) 19 27

主ポンプ（横軸）

吐出しベンド（ケーシング） 状態監視 23 (60) 25 44

主軸 時間計画 14 46 25 34

軸継手 時間計画 18 46 26 34

外側軸受 時間計画 16 38 21 30

インペラ 時間計画 16 43 26 37

水中メタル軸受 時間計画 19 (47) 20 29

グランドパッキン 状態監視 13 34 21 23

軸受用グリースポンプ 状態監視 24 (50) 26 30

水中セラミックス軸受 時間計画 24 (57) - 17

無給水軸封装置 時間計画 22 53 27 33

主ポンプ（水中）

インペラ 状態監視 (17) (34) 16 20

吐出し弁

弁箱 時間計画 (36) (93) 20 33

弁体 時間計画 (34) (86) 22 27

減速機構部およびスピンドル 時間計画 (32) (63) 21 34

電動機 状態監視 (34) (75) 22 27

逆流防止弁

弁箱 事後保全 (37) (80) 25 31

弁体 事後保全 (31) (58) 28 32

弁軸 事後保全 (32) (57) 26 30

ディーゼル機関

シリンダヘッド 時間計画 13 33 17 21

クランク室 時間計画 15 36 20 28

過給機 状態監視 13 33 20 26

ピストン 時間計画 14 33 20 25

外部軸受 時間計画 19 46 17 25

遠心クラッチ 時間計画 21 (45) 22 30

初期潤滑油ポンプ 状態監視 18 40 19 26

機関オイルパン 状態監視 18 43 24 30

潤滑油濾過器 事後保全 13 32 17 21

クランク軸 時間計画 18 46 24 29

潤滑油冷却器 状態監視 15 35 20 25

排気管 時間計画 16 38 17 23

ラジエータ 時間計画 (28) (49) 24 32

機器・部品
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注記 

①（ ）として記載している年数は、解析データが少ない為、今後データを収集し更に数値の信頼性を高める必

要のある年数である。 

②表中の数値は、実績データから解析した暫定値であり、個々の装置・機器の劣化状態を直接的に表すものでは

なく、あくまで目安である。中長期保全計画においては、各施設における直近の実績等から固有の周期を設定

するが、実績がない場合は本表の実績の平均値を用いることができる。 

③信頼性による修繕・取替の標準年数は、この時期から一層注意して健全度を見極めるべき年数である。 

④各機器・部品等における修繕、取替などの実施手法は、総合診断の結果に基づき決定する。 

保全方式
信頼性による修繕・

取替の標準年数
（年）Yｒ

平均の修繕・取替
標準年数
（年）Yｍ

修繕・整備の平均値
（年）

取替・更新の平均値
（年）

減速機（空冷・水冷）

オイルシール 事後保全 (24) (47) 22 26

潤滑油ポンプ 状態監視 23 47 20 24

潤滑油濾過器 状態監視 (25) (50) 21 25

潤滑油冷却器 時間計画 (24) (49) 19 23

軸受 時間計画 (23) (46) 19 26

歯車 時間計画 (30) (58) 24 29

系統機器（燃料系統・冷却水系統・始動空気系統・満水系統）

＜燃料系統＞

燃料貯油槽（地下タンク） 時間計画 21 (55) 21 27

燃料小出槽 時間計画 (24) (63) 24 29

燃料移送ポンプ 事後保全 19 (40) 16 26

＜冷却水系統＞

冷却水用水槽類 時間計画 24 (47) 20 22

冷却水配管 時間計画 19 (44) 20 21

冷却水ポンプ（水中ポンプ） 時間計画 16 (37) 15 20

冷却水ポンプ（陸上） 時間計画 19 (47) 14 21

オートストレーナ 時間計画 12 (30) 14 17

クーリングタワー 時間計画 17 (40) 14 31

管内クーラ 時間計画 20 (44) 22 25

＜始動空気系統＞

空気配管 時間計画 (22) (50) 22 24

空気圧縮機 事後保全 13 32 17 24

始動空気槽 事後保全 18 (46) 18 28

＜満水系統＞

補給水槽 時間計画 15 39 13 30

真空ポンプ 時間計画 14 34 19 29

低圧受電設備

直流電源設備部(制御用） 時間計画 (21) (59) - 27

監視操作制御設備（機場）

＜機場集中監視操作盤＞ 時間計画 20 (49) 16 23

＜機側操作盤＞ 時間計画 (20) (62) 27 30

＜補助継電器盤＞ 時間計画 (21) (55) 15 26

＜コントロールセンタ＞ 時間計画 (26) (53) 19 20

除塵設備（水平コンベア）

ベルト 時間計画 (25) (53) 30 32

ローラ・軸受 時間計画 (28) (52) 25 26

除塵設備（操作制御）

機側操作盤 時間計画 (31) (59) 16 26

機器・部品
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